
「「「「インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ出席停止期間早見表出席停止期間早見表出席停止期間早見表出席停止期間早見表」」」」    
    

    

インフルエンザ 
発症日 

0 日目 

発症した後５日 発症した後５日を経過した後 

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

 
事例① 

発症後1日目に 

解熱した場合 

発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

解熱後 

４日目 

解熱後 

５日目 
 

  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校登校登校登校      

 
事例② 

発症後2日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

発症後 

５日目 
 

  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校登校登校登校      

 
事例③ 

発症後3日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目  
  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 
解熱後 

１日目 
登校登校登校登校      

 
事例④ 

発症後4日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 
 

 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校登校登校登校     

 
事例⑤ 

発症後5日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校登校登校登校    

 

 

平成 24 年 4 月 1 日付けで学校保健安全法施行規制が改正になり、インフルエ

ンザの出席停止期間が「解熱後 2日を経過するまで」から「発症した後 5日を

経過し、かつ、解熱した後 2日（幼児にあっては 3日）を経過するまで」変わ

りました。発症した日から数えると、最短でも 6日間の出席停止が必要となり

ます。その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されています。保護者

のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

※出席停止の期間中は、医師の指示を守り、家庭で安静に過ごしましょう。 

※登校の際は、「出席停止解除願い」の提出をよろしくお願いします。 



 

出出出出    席席席席    停停停停    止止止止    解解解解    除除除除    願願願願    いいいい    

    
 

平成  年  月  日に              （病院名）を受診し、医師により

インフルエンザ（A 型・B 型）の診断を受けました。下記のように熱が推移し、発症した後

5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過しましたので、登校させます。 

 

月 日 測定時間及び体温 測定時間及び体温 

発症日   / 午前   時間   分    ℃ 午後   時間   分    ℃ 

1 日目   / 午前   時間   分    ℃ 午後   時間   分    ℃ 

2 日目   / 午前   時間   分    ℃ 午後   時間   分    ℃ 

3 日目   / 午前   時間   分    ℃ 午後   時間   分    ℃ 

4 日目   / 午前   時間   分    ℃ 午後   時間   分    ℃ 

5 日目   / 午前   時間   分    ℃ 午後   時間   分    ℃ 

6 日目   / 午前   時間   分    ℃ 午後   時間   分    ℃ 

7 日目   / 午前   時間   分    ℃ 午後   時間   分    ℃ 

8 日目   / 午前   時間   分    ℃ 午後   時間   分    ℃ 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

児 童 名             （  年  組） 

  

保 護 者 名  

  




